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田辺市農業委員会議事録 

令和２年８月７日（金）午後２時 田辺市教育研究所 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１８名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木 明  ４番 中嶋 正行  ５番 福嶋 隆   

６番 更井 寛司  ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

９番 田中 壽一  １０番 青木 登  １１番 日下 崇  １２番 玉置 伸  

１３番 上森 力  １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １６番 川井 洋之  

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者     ３番 棒引 昭治                

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 山田富次 企画員 片井恵子 

会議録署名委員 ４番 中嶋 正行 ７番 廣田 純一郎 

     

議    長   皆さんこんにちは。長い梅雨も明けましたが、この暑さで体が驚いている

ところです。改選後、初めての定例委員会で新しい委員さんも何名かおら

れます。定例会の前に県の方よりお話があるとのことで、お話していただ

きます。 

県農地活用班   本日、貴重な時間をとって頂きありがとうございます。ブロック別の農業 

井 上 主 任   委員・推進委員の研修会が中止となったこともあり、説明をさせて頂きま 

        す。今までの国の経過、目的（令和５年までに農地の８割を担い手に集約 

        する）。令和 1 年から人・農地プランの実質化、①アンケート実施、②現況 

        把握、③中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成。実質化が 

        進まない場合、連携している国庫補助事業の活用が難しくなる。関連事業 

        （次世代人材投資事業、強い農業づくり・担い手総合支援交付金、スーパ 

        ーL 資金）。農業委員・農地利用最適化推進委員には、農地中間管理事業法 

        に農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他 

        の農地の効率的な利用に資する情報の提供、農業者その他の当該区域の関 

        係者による協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協議 

        を行うものとあります。県からのお願い項目として、遊休農地リフォーム 

        化事業の情報提供・活用推進、状況に応じての土地改良事業、更なる農地 

        中間管理事業の活用推進をお願いします。 

議    長   有難うございます。只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。  

○○番 委員   ○○番○○です。遊休農地リフォーム化事業は、県の農業公社が事業主に 

        なりますか。 

井 上 主 任   その通りです。 

議    長   他にございませんか。無いようでございます。井上さん、有難うございま

した。それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告について、 

         事務局からの説明をお願いします。 

農振課 稲垣   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、６６７㎡、他１筆、合計１，３５０㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約

をした日は令和２年７月１０日です。以上、１件報告いたします。 
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議    長   それでは、合意解約についてご意見ご質問ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   ないようですので、報告とさせていただきます。続きまして、田辺市農業

経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定、及び利用

権の変更について、事務局から説明をお願いします。 

農振課 稲垣   田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権設定に

ついて説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、６７０㎡、

他２筆、合計１，９４６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９月１日から令和３年８月３１

日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑、９０６㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９

月１日から令和１２年８月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、

畑、１，７８７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、賃貸借の梅、年間２０，０００円・口座払い、期間は令和２年８月３

１日から令和１２年８月３１日の更新です。４番、○○○字○○○○、田、

１，２５６㎡、他１筆、合計１，７２４㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は令和２年９月１日か

ら令和５年８月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑、１，０

７４㎡、他４筆、合計８，８１０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手

は○○○、○○○○、賃貸借の梅・みかん、年間８５，０００円・口座払

い、期間は令和２年９月１日から令和３２年８月３１日の更新です。６番、

○○○字○○○○、畑、１，４１３㎡、他１筆、合計２，５６７㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１

０，０００円、・持参払い、期間は令和２年９月１日から令和７年８月３１

日の更新です。７番、○○○字○○○○、田、３９０㎡、他３筆、合計１，

９０２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のそば、期間は令和２年９月１日から令和２２年８月３１日の新規で

す。８番、○○○字○○○○、田、１，０５６㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期間は令和２年９月

１日から令和２２年８月３１日の新規です。９番、○○○字○○○○、田、

６８５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のそば、期間は令和２年９月１日から令和２２年８月３１日の新規で

す。１０番、○○○字○○○○、田、７２２㎡、他１筆、合計１，６８４

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

そば、期間は令和２年９月１日から令和２２年８月３１日の新規です。１

１番、○○○字○○○○、田、７９３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借

り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期間は令和２年９月１日から

令和２２年８月３１日の新規です。１２番、○○○字○○○○、田、１，

５１５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のそば、期間は令和２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規で

す。１３番、○○○字○○○○、田、６９６㎡、他２筆、合計１，２０２

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の
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そば、期間は令和２年９月１日から令和２２年８月３１日の新規です。１

４番、○○○字○○○○、田、５９４㎡、他１筆、合計９６５㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期間

は令和２年９月１日から令和２２年８月３１日の新規です。１５番、○○

○字○○○○、畑、１１６㎡、他７筆、合計７，７８８㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２

年９月１日から令和８年８月３１日の新規です。１６番、○○○字○○○

○、畑、８９３㎡、他１筆、合計１，６３５㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９月１日

から令和１２年８月３１日の新規です。１７番、○○○字○○○○、畑、

１６１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は令和２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規です。

１８番、○○○字○○○○、畑、８９㎡、他２筆、合計７４５㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は

令和２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規です。１９番、○○○

字○○○○、畑、５０５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９月１日から令和１２年８月３

１日の新規です。２０番、○○○字○○○○、畑、９４１㎡、貸し手は○

○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和

２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規です。２１番、○○○字○

○○○、畑、６７４㎡、他２筆、合計４，１１０㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９月

１日から令和１２年８月３１日の新規です。２２番、○○○字○○○○、

畑、３８７㎡、他３筆、合計１，３７３㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９月１日から

令和７年８月３１日の新規です。２３番、○○○字○○○○、畑、９３７

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は令和２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規です。２４

番、○○○字○○○○、畑、２，３４８㎡、他１筆、合計３，０１２㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は令和２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規です。２５番、

○○○字○○○○、畑、５５８㎡、他６筆、合計２，１０４．０９㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期

間は令和２年９月１日から令和１２年８月３１日の新規です。２６番、○

○○字○○○○、畑、３１９㎡、他３筆、合計２，５７２㎡、貸し手は○

○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和

２年９月１日から令和８年８月３１日の新規です。２７番、○○○字○○

○○、畑、１，５３０㎡、他４筆、合計３，４３１㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年９

月１日から令和７年８月３１日の新規です。合計２７件、７１筆、５５，

９１９．０９㎡、貸し手２１名、借り手９名です。引き続きまして利用権

の変更について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、
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１，０６４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借のそば、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の

更新でしたが、現況地目は田、終期を平成３４年８月３１日から令和２２

年８月３１日に変更しています。２番、○○○字○○○○、畑、６４１㎡、

他１筆、合計１，４９３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借のそば、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８

月３１日の更新でしたが、現況地目は田、終期を平成３４年８月３１日か

ら令和２２年８月３１日に変更しています。３番、○○○字○○○○、畑、

５６１㎡、他２筆、合計１，７８９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３

１日の更新でしたが、現況地目は田、終期を平成３４年８月３１日から令

和２２年８月３１日に変更しています。４番、○○○字○○○○、畑、１

００㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借のそば、期間は平成３０年９月１日から平成４０年８月３１日の更新で

したが、現況地目は田、終期を平成４０年８月３１日から令和２２年８月

３１日に変更しています。５番、○○○字○○○○、田、１，０２５㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、

期間は平成３１年９月１日から平成３６年５月３１日の更新でしたが、終

期を平成３６年５月３１日から令和２２年８月３１日に変更しています。

６番、○○○字○○○○、田、４８６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借

り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期間は平成２９年９月１日か

ら平成３４年８月３１日の更新、７番、○○○字○○○○、畑、１，０７

３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

のそば、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の更新でし

たが、７番の貸し手が○○○、○○○○、現況地目が田と変更のため、６

番、○○○字○○○○、田、４８６㎡、他１筆、合計１，５５９㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期

間は平成２９年９月１日から令和２２年８月３１日の更新。７番、○○○

字○○○○、田、７１４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借のそば、期間は令和２年９月１日から令和２２年８月

３１日の新規の追加です。８番、○○○字○○○○、畑、１，８１７㎡、

他１筆、合計１，９５６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借のそば、期間は平成３０年９月１日から平成４０年８

月３１日の更新でしたが、終期を平成４０年８月３１日から令和２２年８

月３１日に変更し、８番に○○○字○○○○、田、１，６９０㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期間

は令和２年９月１日から令和２２年８月３１日で新規の追加です。９番、

○○○字○○○○、畑、５４３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０年９月１日から平成

４０年８月３１日の更新でしたが、終期を平成４０年８月３１日から令和

２２年８月３１日に変更し、９番に○○○字○○○○、畑、１２７㎡、他

２筆、合計９１６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○
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○○、使用貸借の野菜、期間は令和２年９月１日から令和２２年８月３１

日で新規の追加です。以上、利用権の設定２７件、及び利用権の変更９件

のご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   続きまして、利用権の設定、及び変更について逐条審議をお願いします。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番３番更新で異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番５番異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番から１４番異議ございません。 

議    長   はい、１５番。○○の案件で異議ございません。１６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１６番から２１番異議ございません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２３番異議ございません。 

議    長   はい、２４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２４番２５番異議ございません。 

議    長   はい、２６番。○○の案件で異議ございません。２７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２７番異議ございません。 

議    長   利用権の変更について、１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番から９番異議ございません。 

議    長   はい、以上３６件、異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、基盤法に係る議

案は終了しました。稲垣君、有難うございました。それでは定例委員会に

移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、３番の棒引委員さんより欠

席の届けが出てございます。本日の会議録署名委員に、４番中嶋委員さん、

７番廣田委員さんよろしくお願いをいたします。本日の議案は、議案第１

号農地法第３条申請について、議案第２号農地法第５条申請について、議

案第３号農地の形状変更願について、報告第１号農地等売渡あっせん成立

について、報告第２号農地法施行規制第２９条第１項第１号による届出に

ついて、を上程させていただきます。それでは議案第１号農地法第３条申

請について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

片井 企画員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた
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だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は３８４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は３２３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は１，８２９㎡、他２筆、合計８，３６５㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，

５４４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１２，０１３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は７０４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、（持分３分の１）、

○○○、○○○○、（持分３分の１）、○○○、○○○○、（持分３分の１）、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３４７㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。８番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，０２７㎡、他１２

筆、合計６，３９７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１０４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が田、現況が畑、面積は２３２㎡、他１筆、合計８６７㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。以上１０

件ついて書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響

等、農地法第３条第２項の許可できない要件には該当していませんので、

許可の要件を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろしくお願い

申しあげます。 

議    長   はい、ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。１

番からお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番２番３番異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番更新で異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番９番異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１０件、異議なしとのことでございま

す。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

山田  係長   ５ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１５２㎡、

他１６筆、合計２，３３０．１８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場、２，３３０．１８㎡、

着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は令和２年６

月８日に除外となっています。隣接同意は不要、水利同意はございます。

この土地は中山間地域の道路と住宅地に囲まれた小集落の農地であります

ので、第２種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に畑、面積は８８９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は資材置場、８８９㎡、着工日、

工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は平成７年１０月４日

に除外となっています。隣接同意は不要、水利同意はございます。この土

地は中山間地域の道路と住宅地に囲まれた小集落の農地でありますので、

第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

畑、現況が休耕畑、面積は１，６４４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は資材置場１，６４４㎡、着

工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は令和２年６月

８日に除外となっています。隣接同意ございますが一部ございません。水

利同意はございます。この土地は中山間地域の道路と住宅地に囲まれた小

集落の農地でありますので、第２種農地です。４番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿が畑、現況共が休耕畑、面積は１１９㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

庭園１１９㎡、着工日、工事期間は許可日より２ヶ月以内、農用地の内外

は用途外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は

都市計画用途地域内（第１種中高層住居専用地域）にありますので、第３

種農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、

現況が休耕畑、面積は５５１㎡、他１筆、合計１，２０４㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は露天駐

車場（１６台）１，２０４㎡、着工日、工事期間は許可日より２ヶ月以内、

農用地の内外は用途外となっています。隣接同意はございますが一部ござ

いません。水利同意はございます。この土地は都市計画用途地域内（第１

種居住地域）にありますので、第３種農地です。６番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，４１８㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分

譲住宅６棟３８０．７６㎡、道路・駐車場等１０３７．２４㎡、合計１，

４１８．００㎡、着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、農用地の内
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外は令和２年６月８日に除外となっています。隣接同意、水利同意はござ

います。この土地は周辺に住宅が連たんして立地している区域であります

ので、第２種農地です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に畑、面積は９２６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅３棟１３９．１１㎡、

道路・駐車場等７８６．８９㎡、合計９２６㎡、着工日、工事期間は許可

日より１２ヶ月以内、農用地の内外は昭和６１年５月１日に除外となって

います。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周辺に住宅が連た

んして立地している区域でありますので、第２種農地です。８番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３３０㎡、

貸人は ○○○、○○○○、借人は ○○○、○○○○、使用目的及び規

模は住宅１棟８０．１１㎡、駐車場・その他２４９．８９㎡、合計３３０

㎡、着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は令和２

年６月８日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。こ

の土地は中山間地域の道路と住宅地に囲まれた小集落の農地でありますの

で、第２種農地です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が畑、現況が休耕畑、面積は１，２５２㎡、譲渡人は ○○○、○○○

○、譲受人は ○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，

２５２㎡、４９．５ｋＷ、パネル３１５枚、着工日、工事期間は許可日よ

り３ヶ月以内、農用地の内外は当初抜となっています。隣接同意はござい

ます。水利同意は不要です。この土地は周囲を道路と山林に囲まれた農地

で、第２種農地です。以上９件につきまして、申請書、添付書類を審査し

ましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しないと判

断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。８月５日に○○○○を出発しまして、５条案件の９件、

形状変更２件の現地調査に行ってきました。１番より説明いたします。１

番の場所は○○○○より北東へ約１ｋｍ、現況は田。隣接状況は東側・南

側は市道、西側・北側は河川です。転用・選定理由、譲渡人は、高齢で営

農の縮小を考えていたところ、譲受人がトラックの駐車場を一箇所にまと

められる適地を探しており駐車場として転用するものです。転用内容は露

天駐車場、盛土２６～９９ｃｍ、排水等につきまして、雨水は新設水路を

経由し、公共水路に放流。○○○○町内会長の同意もあります。また、周

囲農地への影響もないと思われますので許可相当と思います。２番、場所

は○○○○より北東へ約２ｋｍ、現況は畑。隣接状況は東・南側が山林、

西側が市道、北側は河川・山林です。転用理由、譲受人は資材置場をかり

ていますが、返さなければならなくなり、売却を考えていた譲渡人と話が

まとまり転用するものです。転用内容は建設資材・工事用車両置場。排水

等、雨水は自然浸透、余水は新設水路を経由し西側市道側溝へ放流します。

〇〇○○町内会長の同意もあり、隣接地への影響もないものと考えられる

ため、許可相当と判断します。３番の場所は○○○○より北東へ約３５０
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ｍ、現況は休耕畑。隣接状況は東・南側が山林、西側は畑、北側が畑・山

林で隣接同意はあります。転用理由につきまして、譲渡人は農業経営が困

難となっていたところ、譲受人からの依頼もあって、資材置場用地として

転用するものです。転用内容は鉄骨・石材等の資材置場。雨水は自然浸透

です。○○○○水利組合の同意もあります。隣接地への影響もないと思わ

れるため、許可相当と思われます。４番、申請場所は○○○○より北東へ

約１００ｍ、現況は休耕畑。隣接状況は東側が畑、南・西側は畑・里道、

北側は宅地で隣接同意はあります。転用理由について、申請地は相続人不

在で管理する者がいないため、苦情が町内会に寄せられていた。町内会役

員である譲受人が買取り、○○○○保育園の世話役も務めており保育園の

庭園として転用するものです。排水等、雨水は自然浸透とします。地元水

利係の同意もあります。周辺への影響もないと判断されるため、許可相当

と思います。５番、申請場所は○○○○より北へ約２００ｍ、現況は休耕

畑。隣接状況は東・南・西側が畑・宅地、北側は畑・雑種地です。隣接の

畑の本人・親族の誰にも連絡がつかないため同意はもらえていません。転

用理由につきまして、申請地は相続人不在で管理する者がいないため、苦

情が町内会に寄せられていた。町内会役員である譲受人が買取り、運営す

る共同住宅の駐車場として、転用するものです。転用内容は露天駐車場１

６台分。排水等、雨水は自然浸透とします。地元水利係の同意もあります。

周辺への影響もないと判断されるため、許可相当と思います。一部すでに

雑草防止のためバラスを敷いていることより始末書の添付がありました。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番からは私の方より説明させていただきます。６番の

○○○○の○○○○の案件ですが、申請場所は○○○○より北へ約１００

ｍ、現況は休耕田となっていました。隣接状況につきまして、東・西側は

田で同意あります。南側は次の案件の分譲住宅予定地です。北側が市道。

水利組合の同意もございます。転用理由、相続により取得しましたが、農

業経営をしておらず、有効利用を考えて、分譲住宅用地として転用します。

盛土８０ｃｍ、分譲住宅６棟を建設予定です。排水については、合併処理

後、新設の側溝を経由して雨水とともに北側の既設側溝へ排水します。周

辺への影響もないと思われますので、許可相当と考えます。７番、６番に

隣接する農地で、現況は畑です。隣接状況は東側が宅地、西側は田で同意

あります。南側が宅地・市道、北側は分譲住宅予定地となっています。水

利組合の同意もございます。転用理由、相続により取得しましたが、農業

経営をしておらず、有効利用を考えて、分譲住宅用地として転用します。

盛土２０から６３ｃｍ、分譲住宅３棟を建設予定です。排水については、

合併処理後、新設の側溝を経由して雨水とともに北側の既設側溝へ排水し

ます。周辺への影響もないと思われますので、許可相当と考えます。８番、

申請場所は○○○○より東へ約２００ｍ、現況は梅畑です。隣接は東側が

道路・住宅、西側は畑で同意あります。南側・北側は貸人の所有地です。

水利組合の同意もございます。借り人は、○○で就職していますが、田辺

で就職するため、親の土地を借りて住宅用地とするために転用するもので

す。盛り土は２０～８０ｃｍ、合併処理後、雨水とともに東側道路側溝へ
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排水します。９番、○○○○の案件で、申請場所は○○○○より南西へ３．

８ｋｍ、現状は休耕畑。東側は田で同意ございます。西側は畑で譲渡人の 

         所有地です。南側が市道、北側は雑種地で平成３０年２月に太陽光発電施

設の設置がありました。譲渡人は、相続により所得しましたが、農業経営

をしておらず、譲受人からの依頼もあり太陽光発電施設用地として転用す

るものです。太陽光発電施設はパネル３１５枚設置、４９．５ｋｗの発電

設備です。切土盛土なし。雨水については自然浸透ということです。この

申請につきましても、隣接に太陽光発電施設もありますし、周囲に及ぼす

影響もないものと思いますので許可相当と考えます。以上です。  

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明の通りで異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番５番異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番７番異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請９件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。    

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

山田  係長   ９ページをお願いします。議案第３号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，１２

６㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して梅畑に変更したい。

着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、隣接同意はございます、水

利同意は不要です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿・

現況共に畑、面積は７５０㎡、他１筆、合計９３７㎡、申請人は○○○、

○○○○、変更理由は盛土して梅畑に変更したい。着工日、工事期間は許

可日より１２か月以内、隣接同意、水利同意はございます。以上２件、ご

審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。農地の形状変更願の１番、申請場所は○○○○の○○○

○から少し入ったところで、現況は休耕田、隣接状況は東側が市道、西側・

南側は畑で同意あります。北側は市道。水利組合の同意は不要となってい
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ます。形状変更については、田から梅畑にするものです。盛土は１ｍ。雨

水は自然浸透となっています。２番目の○○○○の案件について、申請場

所は○○○○より東へ約２００ｍ、現況はほとんど切られていましたが梅

畑でした。隣接状況は東側が田で同意あります。西側は畑で同意あります。

南側が申請者の畑です。北側は田・畑で同意あります。水利組合につきま

しても同意ございます。理由としまして、湿田となっているため、７０ｃ

ｍ盛土して梅畑にするものです。雨水は自然浸透となっています。この形

状変更については周囲に与える影響はほとんどないと思いますので、許可

相当と思います。以上です。 

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。これについては、私より。盛土することを急いでいるようで

す。異議ございません。 

         議案第３号農地の形状変更願い２件、異議なしとのことでございます。 

         そのように取り計らってよろしいでしょうか。    

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、報告第１号

農地等売渡あっせん成立について、事務局からの説明をお願いします。 

山田  係長   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿・現況共に畑、面積は７０７㎡、他２筆、合計１，６８７㎡、売

渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は令和２年

７月９日、価格は５００万円です。あっせん委員は○○委員、○○委員、

○○委員です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第１号農地等売渡あっせん成立について、あっせんの顛末の報告を私

から報告します。○○○さんの息子さんが本年から就農されるとのことで

農地として、彼に譲りたいとのことであっせんが成立しています。只今の

報告について、ご意見・ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、農地等売渡あっせん成立の報告とさせていた

だきます。続きまして、報告第２号農地法施行規制第２９条第１項第１号

による届出について、事務局からの説明をお願いします。 

片井 企画員   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は６７３㎡の内１７６㎡、届出人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は農業用倉庫１２６㎡、転用面積１７６㎡で

す。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   ただいまの報告について、ご意見、ご質問ございませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。それではその他 

         の案件でございます。７月の県の農業会議に提出致しました５条申請２件 

         が無事答申されましたことご報告申し上げます。予定しておりました案件 

         はすべて終了しましたが、皆さん方から、何かございませんか。無ければ、 

事務局から報告があればお願いします。 
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山田  係長   農業委員会活動記録簿について説明。 

         令和２年度の農地パトロール予定（日程）について。 

岡内  局長   例年の農業委員・推進委員の講習会は行わないとのことです。 

議    長   長時間に亘り慎重にご審議いただきまして有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


